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152 ４　相続債務との関係

相続分の指定があった場合に
は，共同相続人は特段の事情
がない限り，指定相続分の割合
に応じて相続債務を承継するこ
とになる（902条の２本文）[平5-
20-5]。同条では，

相続分の指定があった場合に
は，共同相続人は特段の事情
がない限り，指定相続分の割合
に応じて相続債務を承継するこ
とになる（最判平21.3.24）[平5-
20-5]。もっとも，902条の２で
は，
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152 図表69下段
＜Xが指定された相続分に応じ

た債務の承継をした場合＞

＜Xが指定された相続分に応じ
た債務の承継を承認した場合

＞
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187 復習しよう　文末
また，「自己のためにするのと

同一の注意」（827）も同

また，「自己のためにするのと
同一の注意」（827条）も同様の

意味です。
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